
村民委員会組織駄体制下における｢領導核心｣の境位

-農村基層両委関係の調整にみる党政分離の行方-

真水康樹

はじめに

頗村基層における権力関係とは要するに2つの権力関係に他ならないr)つまり,郷錬政府･

村民委員会(-郷錬･柑)関係と村民委員会･党支部委員会(-両委)関係であるo　前者の郷

錬･村関係が｢指導関係｣であるのに対し,後者の両黍関係は｢碩噂関係｣であるとされる(､

行諭に先立って,まずはこの点を整理しておこう(,

村民委員会は,基層の大衆自治組織であり,郷･銀政権と村民委粗金との関係は指導関係で

あり,憤噂関係ではないとされる､)つまり,村民委鼠会は国家の政権組織ではなく,当然政府

ではない｡)また政府の派出機構でもない{,その職釦ま国家公務員ではありえないし,その収入

は国家の与える給与ではないn　給与と呼ばれるときもないではないが,それは習慣的な言い方

に過ぎず言別度Lはあくまで村の留保からの補助である榊l,原則的関係からすれば,大衆自治

組織である村民垂民会は,郷鏡の手足ではないのであるo

もっとも実際上は村民委員会が郷錬政府の下層機構のように機能しているケースはまれでは

なく,郷鏡政府が村民委員会に各種の行政業務を命じることも少なくないo　また,郷錬政府が

何年も村民に村民委員会選挙を行わせない場合もあるo　そして,村民委員会構成員を民主選挙

で選ばせるのではなく,郷鏡政府が任命し派遣しているケースもあったO　或いは選挙が行われ

る場合でも,郷錬政府が選挙管理委員会に影響力を行使して,事実上は自分たちの望む人物を

当選させている事例もあった｡また,選挙の結果自分たちの意中の候補ではない人物が当適し

た場合には,郷鎮政府が当選を一方的に無効にさせたり,さまざまな方途でその業務を妨害す

ることもあるし,ことによると任期を待たずに更迭したり,異動させてしまうこともあった

また,村民委員会だけではなく,村民会議も軽視し,その決定を尊重せず郷鎮政府の命令によ

って村の重要問題を決定してしまうこともある(_,さらには村民自治の法律を無視し,村民から

むやみに資金をつのり,費用を徴収する{.,実際にこんなことがまかり通っていた'､3)

郷鎮･村関係について,村民委員会は大衆自治組織であって,政府でも政府の派出機構でも

ない,したがって,村民委員会は郷蹟政府の手足にはならない,というのが公式の理解である-,

これは自治を尊重する議論に聞こえるが即断は禁物であるしつ　もし村民委員会が政権機構である

か派出機構であれば,手足としてはいっそう使いやすいだろう.j Lかし,それと同時に政府は

-33-



いっそう多くの村レヴェルの諸問題を直接引き受けねばならないことになる｡つまり,村民委

員会を政府機関と認め行政の手足にすることは負担の重い選択なのである｡つまるところ,覗

状でも充分に政府の手足として利用できるのだから,大衆自治組織という距離を置いた認定の

方が政府には都合が良いとも言える｡郷鎮政府と村民委員会との指導関係という定義の意図す

るところは,余計な負担を避けながら,村レヴェルの協力をできるだけ効率よく確保するため

の擬制であるとの認識に本稿は立つ｡

村民委員会と党支部との関係についてみると,特に村民委員会主任と党支部書記 (しばしば

｢党文書｣と呼ばれる) との関係について,村レヴェルでは党支部書記が ｢-把手｣(第一一人

者)であり村民委員会主任は ｢二把手｣に過ぎないとい う言い方がされる.〕しかし,この習慣

的な言い方には法律上の根拠はない｡例えば,後に見るとおり,2001年 12月に発布された ｢武

安市農村 『-制三化』規範管理弁法｣は,その第4条で ｢覚支部書記は戯村基層組織建設の具

体的責任者であり,当該村の 『-把手』である｣としているが,この規定の合法性には疑問が

持たれる(4)｡当面,関係規定のなかで,矛盾のない理解をするとすれば,簡単核心としての作

用を発揮するという角度から見た場合には書記が-把手であり,村民自治の角度から見た場合

には村民委員会主任が-把手だと理解するのが妥当な解釈であろう｡もとより,後にも触れる

とおり,こう整理 したとしても ｢領導核心｣の意味の唆昧さはついてまわる｡問題の根本にあ

るのは ｢領導核心｣の理解なのである (5)O

党支部書記が第一人者であるとい う見方が流通している理由の第 1は,長きにわたって郷鏡

の党委員会が選抜してきた相のリ←ダーが党支部書記であったことにあるOそれは相で液も能

力があり,威信があり,徳才兼備で,大衆からも信賭される人物であった｡郷鏡もこうした人

物を尊重し,信頼してきたのである｡またそれゆえ業務の経験も充分に積んできていた｡まさ

に伝統的な観念の中では,党支部書記こそが第一人者にふさわしい人物であった｡これに比し

て,村民委員会主任は新設のポス トであり,その職位に就いた人物が当初は書記に較べて見劣

りすることは否めなかった｡第 2に,分業のあり方からすると,村民委員会主任は往々にして

党支部副書記の兼任だった｡ したがって,村民委員会主任は党支部書記に対して実際に二把手

だったのである｡第 3に郷錬,翻っては党支部書記が村民委員会主任を決めていた｡村民委員

会組織法以前には,村民委員会主任は基本的には書記によって決められていたのである b̀)O

しかし,村民委員会組織法の下で両者は遜色のない,同等に近い地位を持っている｡そこに

せめぎ合いも生じることになる.その原因を張楽生は,次にように整理しているu第 1に党支

部が新 しい情勢下での業務に慣れていないことがある｡ したがって,(1)書記には主任に任せ

る民主的意識が欠けており,(2)村民委員会を忘れて全て自分で責任を持とうとし,(3)印章

や署名権をもつことで領導核心としての専権的権威を保とうとする｡第2に村民委員会構成員

に必要な業務経験が欠けている｡第 3に村務を分業する制度が欠けており,運用経験もまだ充

分にルール化されていない｡第 4に郷鏡の指導が十分ではない｡これは郷鏡の勉強不足という

面もあるが,同時に郷鏡が自らの利益から違法に村民委員会を軽視していることにもよる(7㌧,
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的確な整理であろう｡もっともこの認織には,制度化とル-ル化の進展によって問題がやがて

は解決され,安定化 していくとい う展望が含まれているように見える()しかし,現実は果たし

てそのように規範的だろうか｡

両委関係をめぐる論点を整理すると次のように言えよう｡党支部寄託は一面的に領噂核心と

しての作用を強調 し- 往々にして郷銭の支持と承認のもとに- ｢一元的｣領噂をしようと

する傾向がある｡他方,村民委員会主任は,民意を受けて当選 したという正当性と心理的優越

から村の業務の主導権を強引に握ろうとする傾向があるO主任の行動は蕗記にとってはときに

挑戦的であるが,同時にそれが民意を受けた当然の志向である場合も少なくないt,そこに摩擦

が生じ,対立が生まれる{-これを権限関係から盤理すれば,柑務の政策決定権と管理権は主任

にあるO村の法人代表も主任である〔.そして,領尊櫓は確かに番記の手 中にあるのである(u).〕

問題の核心をなすのは,この閣噂権の意味の不明確さである｡,兜支部番記は往々にして,領噂

権を管理権と理解し,場合によっては,決定権とさえ理解 している(｡'.,

以下では,約 1に,考察の背放となる村民委員会組織法体制を制度面から検討し,箪 2に,

両委対立とその郷鏡との結びつきの実情を紹介し,第 3として,対立を調整する放新の祇みを

紹介しその意義について検討することとする｡

l 村民委員会組織法体制

(1)村民自治の発展における村民重点会

村民自治の発展は改革開放の流れとほぼ並行して進行してきた｡その過程を例えば金太撃は,

以下の4段階に整理 しているOなお,金太軍は第4段階の終期を明示していないが,筆者は,

｢村民委員会組織法｣が公布施行された 1998年 11月以降を第 5段階とし,第4段階をとりあ

えず 98年までと規定しておくこととするO

(D 第 1段階,村民自治組織の萌芽期 (1980叫82年)

(2)第2段階,村民委員会設立時期 (1982-87年)

(3)第3段階,村民自治法律制度基本枠組み形成期 (1987-90年)

(4)第4段階,村民自治が規範化と法制化に向かい始めた次期 (1990-98年)tltH

(5)第5段階,村民委員会組織法施行以後 (1998年-)

第 1段階では,村民委員会が形成される｡それが必要とされた理由は,生産請負制 の普及で

あるO全国で村民委員会が最抑 こ成立した広西壮族自治区宜州市犀南郷合寒村を例にとると,

生産請負制の導入以降,旧来の生産大隊は実質的に機能 しなくなり,大隊長 も名前だけの存在

になったC.その-･方で,村内では戯耕用の牛が盗まれる事件が発生し治安が悪化,公共の水路

や橋梁の修理が必要となった｡､これらの公共の実務を処理するために,塵民を組織 して村民委

員会ができあがったというHllo

第2段階は,82年憲法とともに始まる-̀1982年 12月に採択された憲法はその第 111条で,
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村民委員会を ｢都市および農村で住民の居住区をもとにして設けられる居民委員会または村民

委員会は,基層の大衆自治組織である｣と規定したのである｡また,窓法は人民公社の解体と

郷鎮人民代表大会 ･郷鎮政府の設立を想定していた｡83年 10月 ｢政社分離を実行 して郷政府

を打ち立てることに関する通知｣を中共中央が発出し,政社合一の廃村管理体制を改革して,

各地の状況に応じて村民委員会を設置することを要請した｡そして,村民委員会を設置する場

合には,｢村民委員会工作簡則｣を制定することを求める｡84年に天津市がい ち早く ｢村民委

員会工作簡則｣を制定したのを皮切 りに,北京,内蒙古,新藤,チベットなどの地域で工作簡

則が制定された085年までには人民公社の解体が基本的終わり,村民委員会の設立工作はほ

ぼ完了し,全国に948,628の村民委員会が成立した｡86年 9月になると中 共中 央と国務院はさ

らに ｢農村基層政権工作を強化することに関する通知｣を発出し,磯村基層政権建設の強化を

強調した ‖2'｡

第 3段階は,｢村民委員会組織法 (試行)｣の採択によって始まる｡1987年までには,全国

の大多数の省の農村地区には晋遍的に村民委員会が成立したOそれに先立つ 20年間は人民公

社が存在したOそのために,人々は生産大隊を基礎組織とすることに慣れていたoLたがって,

初期の村民委員会は概ね生産大隊を基礎として作られ,村民小組は生産 (小)隊をもとにして

作られた084年前半には各地の村民委員会工作簡別の基礎のもとに,民政師 こ対して ｢村民

委員会組織条例｣初稿の制定が授権された,その後関係する諸機関で検討が行われ,3年後の87

年 1月の第6期全人代常務委員会第 19回会議で議事日程に入り,同年 3月の第6期全人代第5

回会議で ｢村民委員会組織法｣として提案された (13)0

上下の統属関係から考えるなら,基本的な論点は次の l点に集約される｡すなわち,村民委

員会は基層の ｢行政組織｣なのか,｢大衆自治組織｣なのかという点である｡言うまでもなく,

村民委員会が事実上多くの行政機能を受け持っていることは明らかである｡ そこで,自治組織

という憲法の規定を改正してでも,行政組織としての,ひいては政権機構としての役割をはっ

きりさせるべきだという強硬論が一方に存在した｡ しかし,他方,村民委員会は自治組織であ

るという憲法の規定を前提とする立場があった｡その主張は次のようなものであるO村民委員

会は憲法上,政権機構ではありえない｡ したがって,財政的に政権に依存してはならないし,

同時に,その職員も国家公務員ではない｡それは ｢小政府,大社会｣ という方針にもかなうも

のである｡

この問題を,村民委員会の郷鎮政府との関係の角度から考えれば,両者の関係が ｢指導関係｣

にとどまるのか,それとも ｢領導関係｣であるのかという論点となる｡村民委員会が大衆自治

組織であるとすれば,郷鎮政府の役割は ｢指導｣にとどまる｡これに対して,｢領導｣関係を

認めるとすれば,それは村民委員会を行政機関として認めることに他ならないOもとより,両

者の関係は指導であり,村民委員会は大衆自治組織であるとする中央の認織はクリアである｡

しかし,郷鎮政府が任務を全うするに際して,村民委員会はその任務の完遂に協力するべきで

あると考える人ノ‖ま,組織法の規定する ｢指導関係｣では不十分だと懸念する｡この規定では
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郷鎮政府の村民委員会に対する統制力が十分に確保されず,郷鏡政府の任務の完遂を保証でき

ないO両者の関係は領導関係として再規定されるべきだというのである(棚o

l987年 11月24日,｢村民委員会組織法 (試行)｣は第6期全国人民代表大会常務委員会第 23

回会談において,賛成 113,反対 1,棄権 6で採択されるOこの村民委員会組織法 ･試行法は

村民委員会の性質,地位,職責,選出方法,組織機構,業務方式,また,村民会議の権力と組

織形態などについて,かなり具体的に,かつ全面的に規定しており,大衆自治組織としての村

民委員会組織の成立を明示するものであったOさらに決定的なことは,82年憩法では r村民

の選挙により連出される｣とだけされており,直接選挙か間接選挙か明示されていなかった村

民委員会構成員の選挙を,｢村民の直接選挙｣ とはっきり規定したことであるOそれまで実際

には,村民委員会委員の大部分は戸代表などによって,間接的に選出されていたのである‖5'｡

特に第 3条では郷鎮政府 と村民委員会の関係が ｢指導｣と ｢協力｣であって,｢儀噂関係｣で

はないことが明示されたoこれは職級以下の基層の行政管理体制に大幅な変更が生じたことを

意味しているoこの第 6期全国人民代表大会常務委員会第 23回会親を導いたのは,87年 10

月の第 13回党大会の理念であったと言えようtlh'ぐ,

第4段階は,村民委員会組織法の実施弁法が各地で制定され始め,民政部が民主選挙に舵を

切った 1990年以降であるO88年 6月,｢村民委員会組織法 (緋行)｣は全国各地で試行される

ことになり,89年末には全国 14の省級行政区で村民黍鼠会構成員の選挙が開始される090年 9

月になると,福建省などの省で ｢『村民委員会組織法』実施弁法｣が制定された (mo表面的な

立法の速度こそ速いが,同法の試行をめぐってはさまざまな異諭が存在したOそれは,中国の

実状に合わないとか,伝統的な宗族勢力の復活を危ぶむ声だったりした｡また,実施の政治的

賓任を恐れる声もあり,地方における民主化の流れは停滞 してもいたのである｡この停滞の打

破には,90年 3月の 13期 6中全会における薄-波の村民委員会に対する支持表明が明確な推

進作用を持ったという｡

選挙に関する規定の重要性には,実は民政部自身がさほど自覚的だったわけではない｡それ

は 1988年 2月 6日に民政部が頒発した ｢『村民委員会組織法 (試行)』を貫徹執行することに

関する通知｣のなかに ｢選挙｣の文字が実質的には授起されていないことに見られると肖立輝

は言 うtLH-a Lかし,89年の年末になり,全国の民政部 (庁)意見交換会での民政部の連p-副

部長の発言では,選挙の重要性が強調されている｡だが総 じて,この時期に強調されたのは民

主の発揚であって,厳格な選挙実施ではなかった｡ともあれ,90年 9月26日に民政部から菟

出された ｢全国の農村において村民自治のモデル提示活動を展開することに関する通知｣では,

村民自治のモデル提示活動の全体的な構成,モデル提示活動の意義,基本内容,モデル単位の

基準,モデル提示活動の領導などの問題について,はっきりとした規定がなされており,その

中の重要な内容として ｢村民委員会の幹部は民主選挙によって選lLIJJする｣ とされている｡

1994年 2月,民政部は今度は ｢全国農相村民自治モデル提示活動指導綱要 (試行)｣を発布

し,村民自治のモデル提示活動に対して,その目標,任務,指導方針,具体措置などについ全
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面的で体系的な規定を行うと同時に,民主的選挙,民主的政策決定,民主的管理,民主的監督

の4項目の民主制度について,初めて明確にその確立を提案した｡95年末には全国29の省 (負

治区,直轄市)で,村民自治モデル県 (市)62,モデル郷鎮 3,917,モデル村 82,266が選定さ

れた｡98年 6月末になると,福建,江蘇,遼寧,湖南,河北,酎 帖 内蒙古,河南,寧夏な

ど9の省 (自治区)が村民委員会選挙弁法を制定した (lq)0

全体として言えることは,この第 4段階の 10年ほどの間に,少数の省を除けば,全国の廃

村では遍く3回の村民委員会選挙が行われ,ほぼ 60%の村でモデルどおりの選挙が行われ,

参選率は 80%以上だったことである (20)｡また,前述のように,この時期,村民黍員会組織法

の試行にともなって,各省では同試行法の ｢実施弁法｣や村民委員会の ｢選挙弁法｣が制定さ

れた｡これを試行法自体とあわせて ｢一法両弁法｣と呼称した (21)0

第 5段階は,村民委員会組織法が施行される1998年以降である｡98年の後半には,第 9期

全国人民代表大会常務委員会は,広範な意見聴取と調査研究を経て,｢村民黍員会組織法 (試

行)｣に3度の審議と修正を行い,同年 11月4日正式に公布施行した0

1999年 12月31日時点では,全国の 14の省で新しい村民委員会選挙弁法が発布されており,

19の省で新しい村民委員会組織牡のもとで選挙が行われている｡もともと大郷制をとってい

たため,村民委員会が自然村のレヴェルにとどまり,今まで比較的村民委員会による村民自治

が遅れていた広東省や雲南省でも,広東省では 99年に管理区弁事処が撤廃され,雲南省では

2002年に村公所が廃止され,村民委員会が組織されるに至っているo

｢村民委員会組織法 (試行)｣が 1988年 6月に全国各地で試行されることになり,89年末

には全国 14の省級行政区で村民委員会構成員の選挙が開始された090年には,村民委員会組

織法の実施弁法が各省単位で制定され始める｡98年の組織法は,｢村民の直接選挙｣を明確に

規定した｡直接選挙の実施によって,つまり,｢管選｣が ｢海運｣に変わることによって,上

層部-郷鏡の意向とは離れた,民意という正当性を獲得することによって村民委員会は自立の

度を高めてきた (22)Oこうして形成されてきた体制を本稿では,試みに ｢村民委員会組織法体

制｣と呼ぶこととする｡それは試行法が村民委員会の直接選挙を規定したところにその出発点

を求めることができる｡以下では,組織鋲の規定を頼 りに,この体制の仕組みについて若干の

制度的考察を行うこととする｡そこでは当然に,村民委員会と党支部委員会についての考察が

中心となる｡

(2)村民重点会とその他の村民自治の組織および村民自治牽程 ･村民規約

憲法 111条は ｢都市および農村で住民の居住区をもとにして設けられる居民委員会または村

民委員会は,基層の大衆自治組織である｣としており,村民委員会は憲法に直接その根拠をも

つ組織である｡1998年の村民委員会組織法はその第 2条で ｢村民委員会は村民が自ら管理し,

自ら教育し,自ら服務する大衆自治組織であり,民主的選挙,民主的政策決定,民主的管理,

民主的監督を行う｣とその目的を規定している(23).
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村民委員会組織法はまたその第4条で ｢郷 ･民族郷 ･鏡の人民政府は村民委員会の活動を指

導し援助するが,法に基づいて村民自治の範囲内に属する事項については干渉してはならない｣

としているOここで言う村民自治の範囲とは,張楽生によれば (1)村民委員会の設立,撤廃,

範囲の調整,(2)村民委員会構成員の直接選挙と罷免,(3)柑民会蔵の構成と招集,(4)村民

委員会の村民会議に対する費任と報告活動,村民会談の村民委員会の業務報告に対する審査,

村民委員会構成員に対する評価,(5)村民小組長の推薦と選出,(6)法律が村民委員会に対し

村民会議の討論と決定に重ねるように定めている事項, (7)村民代表の推薦選出と村民代表会

議の相集,村民会商が村民代表会議に授権した授権事項,(8)法律の規定する村民委員会の職

泰 ･任務 ･権利と義務の実行と履行,などである(2㌔

村民自治を体現するのは村民委員会である｡その性格は基層の大衆自治組織であり,行政機

関ではない (25㌧ その村民委員会を選出するのが村民会鏡であるO村民会議はその形式面から

みれば,(I)村民大会,(2)戸代表会鶴,(3)部分村民会議,の3つの形をもつ｡その主要な

職資は,(1)創制権であり,法律に基づいて村民自治活動の基本である寒梅や規則を磯諭し,

審査し,修正する,(2)選挙権であり,村民委員会を選挙し,また村民療民会構成員を更迭し

補選する,(3)政策決定機であり,経済 ･社会発展プラン ･年度業務計画について溶融し採択

し,また,全村民の利益にかかわる蒐大間嬢を訣諭し決定する,(4)監僚機であり,相の財務

の監轡と審査,さらに自治組織業務機構と人員の監督を含む, (5)否決権であり,村民委員会

の不適当な決鶴と決定を否決 し修正する,というものであるt2㌔

村民委員会組織漆に拠る限り,村民委員会を演出するのは村民会議であり,その役割は重要

であるo Lたがって,村民委員会は必要があれば,また求めがあればいつでも村民会磯を開催

するのが順当であろうo しかしながら,現実は必ずしもそうではないo依然として多くの地方

は,村民会議を開催するにあたって,まず党支部会議を開いて議題を検討し,続いて両委聯席

会議を開いて,さらに党員大会まで開いてからやっと村民会談を開くようなや り方が取られて

お り,これでは本末転倒であると,張楽生は批判する 2̀7㌧,『山東省 ｢村民委員会組織法｣実施

弁法』は,村民の 10分の 1が村民会議の開催を求めたら,村民委員会は 10日以内に村民会議

を招集し,村民の提起した議題を議論するべきであるとしているとされるが,これは村民委員

会組織法第 18条の理念に沿うものであろう(2別｡

村民代表会議は,1987年の試行法にはなかったものであるが,98年の組織法で規定された｡

第 21条は ｢人数が比較的多いか,または分散して居住している村では,村民代表を選出する

ことにより,村民委員会が村民代表会議を招集し,村民会議が授権した事項を討議 し,決定す

ることができる｣と規定している,)村民会議との違いは,村民が選出したJjE数の代表によっ

て構成される会議であるということである〔その職権は,村民会議が授権 した事柄を討議決定

し,村民を代表して自治権を行使することにあるO実際には多くの相で村民代表会議が構成さ

れている｡

村民小組は,かつての生産隊を基礎に構成されたものであり,村民自治の最底辺の機構であ
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る｡村民の具体的な要求を村民委員会に反映させ,具体的な問題を処理するに当たっては重要

な役割を果たしている (29)｡

村民自治車種は村民自治を実行 し民主的に管理するための決まりであり,｢小憲法｣とも呼

ばれている｡その構造は合理的であり,内容は広範に及ぶが,用語は通俗的であり,実用的な

規範としての特徴を持っている｡一般に 5章前後の構成をとっており,｢村民組織｣,｢経済管

理｣,｢社会秩序｣,｢社会福利上 ｢監督メカニズム｣等の章によって構成されている｡

村民規約は村民大衆が村民自治の初めの段階で,党の方針政策と国家の法律にもとづいて,

それに村の実状を結合させ,村の社会秩序,社会公共遺徳,村の風俗,精神文明などを維持す

るために制定され,村民の行為を拘束し規律する一種の規範であり,条文の形式をとるO

牽程は規約に較べて,完成度が高く,規範的であり,輩程の方がいっそう法規に近い印象を

与える｡内容から言 うと,章程は村民自治活動中の各方面を扱い,村民間の行為準則と規範を

調整すると同時に,村民自治組織と村民間の準則と規範を調整 し,村で管理する事務はみな牽

程中に規定されることができ,小憲法と呼ばれるゆえんがここにあるo規約は内容的に単純で

あり,村のある方面,ある問題について,ひとつひとつ定めていく形式である 側 ｡

車線 ･規約の制定権は,法律上は村民会議に帰属 し,必ず全村民によって鶴翰して制定され

なければならない｡その他の組織にも個人にも制定権はなく,村民会蔵以外によって制定され

たものは適法であり,無効であるO当然のことながら,牽程 ･規約の内容は ｢藩法 ･法律 ･法

規と国家の政策と抵触 してはならず,村民の人身権利 ･民主権利を侵す内容を持っていてはな

らない｣ (31)O

正式の手続きを経て成立した車種 ･規約は,村民委員会が全村民に公布 しなければならない｡

同時に,発効した章程 ･規約は郷鎮政府に届けられ保存される(32-0

(3)党支部と ｢領導核心｣

基層組織である党支部の柑レグェルでの位置を示す言葉は ｢領導核心｣である(3㌔ 1998年 10

月 14日に党の 15期 3中全会が採択した ｢中共中央の農業と農村の若干の重大問題に関する決

定｣,98年 11月に頒布 された ｢村民委員会組織法｣,さらに 99年 3月に発布された ｢中国共

産党農村基層工作条例｣はみな一律に,党基層組織である覚支部の役割を ｢領導核心｣という

言葉で表現している｡それゆえにこそ党支部の村民委員会に対する関係は領導作用とされるの

である｡

党支部の村民委員会に対する領導については,｢中国共産党基層組織工作条例｣のなかに以

下のように特に列挙されている｡｢村党支部の主要な職責は,(1)党の路線方針政策と上級党

組織及び村党員大会の決議を貫徹 して執行する｡ (2)当該村の経済建設と社会発展における重

要な問題を議論して決定する｡村民委員会 ･村民会議また集団経済組織が決定した事情は,秤

民委員会 ･村民会議或いは集団経済組織が法律と関連規定に照らして決定しなければならな

い｡(3)村組織の民主的選挙 ･民主的政策決定 ･民主的管理 ･民主的監督を指導して推進 し,
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村民が法律にもとづいて自治活動を展開できるよう支持し保障する｡村民委員会 ･村集団経済

組織と共膏団 ･婦代会 ･民兵等の大衆組織を簡単して,これらの組織が国家法律法規及び各自

の章粗に照らして充分に職権を行使できるよう支持し保障する｡(4)支部委員会自身の建設,

党員に対する教育,管理と監督を上手に行うQ入党を求める積極分子に教育と養成を行い,党

員の業務を発展させることを上手にやることに賓任を持つ｡ (5)村 ･組織幹部と企業の管理人

員の教育管理と監督に賓任を負 う｡ (6)当該村の社会主義精神文明建設と社会治安,計画出産

業務を上手に行う｣の6点である 榊 ｡

張楽生はこの領尊作用の最も蒐要なものは ｢憲法と法律に照らして,村民が自治活動を展開

し,民主的権利を直接行使することを支持し保障する｣ことだと言う｡このように言うと抽象

的に過ぎるが,具体的には次ぎのように表現される｡｢党の領導を,村民自治と入れ替えさせ

たり,村民馴台を丸ごと担当してしまってはいけない｣o｢村民の選挙権と被選挙権を保障し,

村民の選挙結果を尊魂し,気の向くままに村民委員会の構成員を更迭してはならない｡柑民会

鶴が民主的政策決定と民主的管理を実行することを支持し,村民会議の権威を擁護する｡村民

が民主的監轡を展開することを支持し組織し,各種の監督制度を助け完全なものにするO村民

委員会が業務を展開することを支持 し,村民委員会の権限の範囲に属することはおよそ何でも

村民重恩会に自主的に行使させる｡村民自治活動を妨げ破壊する行為に対して断固として闘争

し,村民の民主的権利を擁護する｣け5)a

Lたがって,張楽生に言わせれば覚支部番記の兼務は r舵を取って,オールを漕がない｣こと

なのである｡言い換えれば,支部番紀は村民自治業務の中で,政治的,方針的,大局的な蕊大

問題についてのみ行動し,具体的な儀民自治業務については,柑主任や村民委員会構成員の職権

に委ねることになる 3̀6㌧ 張楽生のこの理解は,村民委員会組織法の規範的な解釈から成 り立ち

うる｡ここでは領導核心の意味は極小化され,象徴的とも言えるほどのものに限定されている｡

それは党政分離を含む 13回党大会の理想主義を体現していると言って良いかも知れない (37'o

Lかし,現実は張楽生の指摘するほど規範的ではない｡郷鏡は (郷鎮政府と郷鎮党委員会は

事実上ひとつの組織である)村の党支部を通じて,村民委員会に対して,間接的ながら強力な

｢領導｣を行う｡それは単なる ｢指導｣ではないO党支部の存在こそ,郷鏡の村民委員会支配

の鍵である｡一般的には,村民委員会の選挙に先立って村支部の選挙が行われるO｢共産党規

約｣上は全村の党員大会による選挙によって選ばれることになっているが,郷鏡は党支部書記

の候補者を推薦できるだけでなく,指名することもできるoこのため相の党支部と郷鎮覚委員

会との間に敵齢が生まれることは極めて少ない｡党支部はこうして村民委員会に対して,郷鏡

の意向を受けて領導を行うのである｡金太軍が聞き取り調査をした郷の党委員会書記は ｢『村

民委員会組織法』に言う郷鎮政府の村民委員会に対する指導関係は,実際には領導関係である｡

郷鎮長は同時に党委員会の副書記でもあり,村民委員会が郷鎮政府の指導を受けるとは,すな

わち党の領導を受けることなのである｣と述べたという洲｡金太軍は続けて,｢調査にあたっ

て我々が-番強く感 じたのは,村の党支部こそが村民委員会選挙の直接の発動者であり,組織
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者であり指揮者であるということである｡現段階の農村にあって,このことは疑いなく必要性

と合理性を持っている｣ と言う(39'｡丁現段階の相当の部分の農村では,相の一切の事務は依然

として党支部書記が (往々にして村民委員会を通じて)決定を下しており,村民委員会の独立

した活動空間は非常に小さく,法律によって享有するその職権は履行し難いのである｣仰｡こ

のように現実の両委関係は郷鏡を巻き込んで極めて緊張したものにならざるをえないO

景躍進は両委関係が最も緊張するのは,｢班子交接｣(指導部引継)の時点だとする｡つまり,

村民委員会選挙が終わり,新旧指導部の業務引継が行われるときである｡もっとも今日でもな

お,この場面は,支部書記が-把手として村を率いる伝統的指導部から,選挙の洗礼を受けた

新村民委員会-の移譲であることが多いOここで争点となるのは,何より帳簿と印華であり,

特に,帳簿の公開は選挙中から,新指導部のスローガンになっており,先鋭な争点を形成するO

この問題が場合によっては凄惨な争いになるのは,帳静が長年にわたる必ずしも明瞭とは言え

ない村の資金の流れを白日のもとに晒す可能性があるからであるoLかも,旧指導部は郷鎮政

府と利益共同体を形成しており,この争いには郷鏡も大きく関与してくる 4̀1)Qそこで次節で

は,村民委員会,党支部,郷鎮政府 ･党委員会の間で関係が緊張したいくつかの事例を取り上

げ,郷鏡と村の伝統的な結びつき,筆者の用語では ｢郷鎮 ･村複合体｣の状況について検討し

てみることとしよう(42)o

2 両委対立と郷鐘 .村複合体

以下,(1)と (2)では最も争点となる財務と印章に関する事例を紹介する｡

(1)上級党費鼻会の加担した不明瞭財政隠蔽

1999年 5月広東省増城市で村民委員会の改選があった際,沙庄街道弁事処管轄下の下囲村

では,村民代表の選出が順調になされたものの其の先-の進行が難航した｡村民代表の中には

村民委員会選挙を行う前に,現在の村民委員会の財政帳簿に対して会計審査を行うべきだとい

う要求があがったoこれに対し村の党支部書記郭某は強力に反対した05月26日,5名の村民

代表が沙庄街道弁事処 ･党委員会をたずねたところ,当該の予算帳簿は 94年に審査済みとい

う理由で要望を拒絶され,必要なら上級の判断を求めるように指示された｡27 日,目 名の村

民代表が増城市規律検査委員会を訪ねたところ,やはり審査済みという理由で拒絶された｡28

日,村民代表は広東省党委員会を訪ねたところ,党委員会信訪弁の手厚い歓迎を受け,状況の

理解のために市の関係部門の担当者が集められ,その後市の責任において会計審査が行われた｡

そもそも下囲村では,かつて村民委員会が村民代表大会を経ずに,村の土地の使用権を売却し

億元を超える収入を得たにもかかわず,村民に対しては僅かな分配しかなされず,収入の行方

が判らないという案件が存在したことがあった｡そのため 1994年にすでに村民が会計審査の

要求を出していたが,当該年の 10月 6日,8名の大衆代表が監禁され長い者は80日以上にも
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及んだ｡4年余りが過ぎ,この度も財政審査を求めた村民代表は巨大な圧力にさらされた｡審

査の結果,1999年 6月増城市の関連部門は郁夫党支郎寄託の職務を解任する決定を下した｡10

月 26日調査団は会計審査の結果を公表し,30日から村民委員会の選挙が開始された｡選ばれ

た村民委員会選挙候補者の中には,前村民委員会のメンバーは 1人も入っていなかった｡12

月 10日に本選挙が行われたが,秩序維持のために300人の瞥官が動員された｡

旧村民委員会がかつての不明瞭な財政の状況を隠すために選挙を妨害する状況はかなり多く

見られるOその-方,会計審査をしないかぎり,選挙をボイコットするという対抗現象も多く

見られるOこうした案件は村民委員会の選挙工作に大きな影を投げかけている側｡

請願が省レヴェルで初めて受け入れられたように,問題は柑レヴェルだけでなく,場合によ

っては市レヴェルまで巻き込んで,隠蔽工作がなされている可能性があることであるO民政部

編 『村民自治案例選評』が指摘するとおり,村財密計 (会計検査)制度がひとつの方途であろ

うが,権力複合体の構造にも眼が向けられるべきであろう'44㌧,

(2)印章と事務室鍵の取り上げ

2002年 6月山東省招速市辛庄錬大東家相の村民委員会が選挙によって運仕ほ れたt)しかし,7

月鏡は村の覚支部番記を解任すると共に,新しい支部番紀を任命し,数条の規定を定常したO

｢村主任は自ら村民番鼠会を招塊する権限をもたないo村民委県会は自ら村民代教会我を招集

する権限を持たない｡村民委員会は村民大会を招集する権利はいっそう持たない｣などであるO

その後,鏡は劉福運主任に村民委員会の印車と事務室の鍵を差し出すように命じ,それらを持

ち去った｡村支部の馬番記は 『廃村大衆』の記者に対して事実を緩めたうえで,｢党支部が全

てを領等する｣と答えた｡馬番紀の発音の根拠は当地で印刷された小冊子であり,そこには上

述の規定や措置が全て番かれてある一方,馬番記自身は村民委員会組織法を学んだことはない

と答えた (45)o

以下,(3)と (4)は主に両委関係の緊張とその実情に関する事例である｡

(3)｢雨季｣聯席会報

｢村 『両委』聯席会議はここ数年各地の党委員会,政府が相の党支部と村民委員会の間の政

策決定プロセスを規範化 し,重要な村務について党支部や村民委員会の何人かの人々の一言で

決定されるような状況を回避 し,村の 『両委』構成員間の矛盾を減少させるために採用された

新しい措置である｣(4̀')Oもっとも,同時に,この会議は,村民会溝や村民代表会議の法定の職

権にとって代わるものであってほならないし,両委聯席会議の開催は村民委員会の独自開催を

妨げるものではない,という見解に張楽生は立つ｡日常の村務について,なにもかも両委聯席

会議に持ち込まれなければならないのではなく,党支部 ･村民委員会の職権に属することはそ

れぞれが関連規定に照らして措置するべきだ,と言うのであるし1命令文書を発行して, 両委聯

席会議を制度化し,両委聯席会議の開催を要求し,その際村支部審記が招簸責任を負い主宰す
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るとし,村民委員会が会議を行う権利を取り消している地域があるが,張楽生の見解に立つと

こうした措置は遵法であるということになる(47)0

なお,両委関係の規範化のために,漸江省瑞安市司法局副局長 ･李国民は ｢柑幹部過錯行為

民事賠償制｣を考案し,この制度は 2000年に実施された｡この制度の具体例が ｢協議村官｣

である(48)｡次節では,聯席会議を党権力のもとに包摂した河北省武安市の事例を紹介する｡｢-

制三化｣と呼ばれる仕組みだが,武安市の姿勢は上述の張楽生の立場とは対極に位置する｡

(4)蔑題額種

村民会議の議題は村民が自由に提案できるべきだが,例えば 1998年に中共中央弁公庁 ･国

務院弁公庁は ｢柑務公開民主管理を実行することに関する通知｣のなかで,村民が村民会議の

議題を提案する場合には,村民会議の前にまず支部党委員会で議題を討論し,その後村の両委

聯席会議で討論し,さらに党員大会を開いて討論することとし,この3つの会議は村支部番記

によって主宰されると規定している｡これではしかし,村支部寄託が留守の場合,あるいは彼

が議題に不満な場合には,村民の提起した議題は場合によっては封殺されてしまう｡地方によ

って甚だしい場合には,村民会議あるいは村民代表全額の決定は必ず柑支部番記あるいは村支

部の批准があって初めて処理できると規定してさえいる｡これは議題覇権と言うべきであるO

これは言わば,一制三化の事例のひとつであり,領導権の懇意的な拡大を意味する運用例であ

るO上記通知から見て,中央は村民自治を党の影響下に置く方針であることが知れる｡もっと

も,2000年 12月実施の ｢山東省 『村民委員会組織法』実施弁法｣は,｢10分の 1以上の村民の

提案があれば,10日以内に村民会誰を招集しなければならない｣と規定しており,どんな口実,

理由があろうと10日以内に村民の提案した議題を討論しなければならないようにしている(49'O

(1)の財務の事例でもすでに郷鉾による関与は見られたが,以下 (5)(6)(7)では郷鏡の

いっそうあからさまな関与について紹介するO

(5)上級の党による介入

山東省畑台市福山区兜余鎮東阿堂村で,1999年 4月22日,村民委員会の改選選挙が行われ

た｡村民委員会主任唐矛剛は,党支部書記と東陪堂集団公司の総経理も兼ねており,自己の当

選を確実視していた｡ところが 2,100名を超える村民中 1,500名が参加 した選挙で,唐矛剛 の

得票は最低の200票余りであり,落選した｡当選した唐矛波は 1,200票以上を獲得した｡彼は

自己の能力と才覚だけでのしあがってきた建設企業家であり,村民は彼の能力に希望を託した｡

彼の就任直後,党支部書記唐矛剛は唐矛波に,党支部は検討の結果,村民委員会にはただ計画

出産,衛生,軍民共同防衛と家屋の敷地問題の4つの職権だけを依頼することに決定したと通

告した｡この決定は村の土地と集団財産管理について村民委員会が代表して全村民が管理する

と定めた村民委員会組織法と相容れない｡唐矛波は唐矛剛 に村民委員会に対して法にもとづい
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た職権を返還するように申し入れた｡だが唐矛剛 は多年にわたる財政帳静を渡すことを拒み,

村民委員会を村の経済事務にかかわらせなかった｡その後,兜余鎮党委員会番紀孫光が東階堂

村で調査をした結果,村民委員会と党支部との矛盾の原因は唐矛波が党支部の命に服しないこ

とにあると結論するとともに一連の改革措置を行ったO孫光はまず唐矛波に対し何度も自分か

ら辞職するか,さもなくば村務にかかわらず町に行って建設業に専念するように勧告した｡さ

らに,兜余鎮党委員会は村の党支部に党政弁公室を設立し,党支部副 番記にこの党政弁公基の

主任を兼任させ,村民委員会の職権を党政弁公竃が行使するよう文番で命令した｡,この一連の

措置の結果,唐矛波は相を離れて旧業にいそしむことになり,村民委員会には人がおらず建物

は空になり,村民委員会は名存実亡状態になった.〕唐矛波は名ばかりの村民番鼠会主任となり,

このことは村民の不満を引き起こしたo村民は上級部門に何度も訴えているが,成果は出てい

ない (5OJo

(6)｢髄勉｣(訓告)

山番権力らしい権力の行使の仕方が ｢誠勉｣や ｢強制罷免｣であるn

山東省莱暢市は 1999年末,52号文件を提示し,村民委員会主任が独自に村民代教会講や村

民大会を開催できないことを規定し,相の両黍の構成員のなかで以下の6項目のひとつに抵触

する者は ｢繊勉｣にあたるとした｡すなわち,(I)政治的な窮地が比較的劣り,個人主義 ･自

由主義が竃太な者O(2)上級党政府の探した各種の業務上の任務を期日までに完成できない者O

(3)作風が強権的 (覇道)で方法が単純であり,大衆の正当な要求を充分に解決できず,問

題を長く先送りし決しないために,大衆の越級上訴を引き起こすに至った者O (4)公開で事態

を荒立て団結せず,互いに足を引っ張り合い,徒党を組んで派閥を組織する者O (5)年内に党

委政府から通知を受け批判された者O(6)民意調査において職位に相応 しくないという評価が3

分の 1以上あり,調査の結果問題点が事実に属する者｡誠勉の期間は 1年であり,郷鎮党委員

会が諏勉通知番を発行して誠勉するol年後解除申請を番けば党委員会の同意を経て,解除さ

れる｡民政局の寮佳肴は海運実施以降,村のレヴェルの両黍の間で業務が一致できない状況が

普遍的であり,組織法も完全とは言えず,政府には村民委員会主任を掌握する何の方法のない

ため莱陽の柑幹部に対して諏勉を実施することにしたと語ったという｡同当局者によれば誠勉

は管告処分であり免職ではないとされるが,現場では罷免にあたる効果を持っているようであ

る｡また,村民委員会の主任が誠勉される理由は,主任と党支部書記が ｢互いに足を引っ張り

合うから｣とされるようだが,実際には党支部書記は誠勉されず,村民委員会主任のみが処分

されている｡予想されることだが,郷鎮権力は覚支部の側に立って発動されるのであるO肖立

輝によれば,一部の頗村では郷鏡が過剰に誠勉の方式で村民自治に属する事項に干渉しているu

その結果だが,山東省の栖霞市では 57村の村民委員会が抗議のために集団で辞職するという

案件が発生しているという(51'0

2002年 7月 14日,中共中央弁公庁･国務院弁公庁は ｢村民委員会改選選挙をさらにいっそ
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う良く成し遂げることに関する通知｣(中弁発 [2002]14号｡｢2002年 14号文件｣,と呼ばれ

る)を発したが,その ｢四｣には,次のように指示されている｡｢職位に値しない村民委員会

構成員は,法律法規の規定に照らして,法にもとづいて罷免を行わなければならない｡いかな

る組織あるいは個人も直接村民委員会構成員を更迭してはならないし,『停職誠勉』,『離蘭教

育』などの方式で形を変えて村民委員会構成員を更迭してはならない｣ (52)｡この通知の当該部

分は,そうした現実があることの反映であると言えるO

(7)強制髄免

郷鏡が村民自治に干渉し,民選の村民委員会構成員を更迭する事例は少なくないO湖北省潜

江市人大代表眺立法の調査によれば,同市の第4期村民委員会では 1999年 9月28日の改選選

挙以来,2002年 5月 1日までに,選挙で選ばれた全市の 329名の村民委員会主任のうち郷鏡

によって更迭 (免職,停職,降格,処分,任地変更を含む)された者は 187人に達し,総数の57

0/.を占めるoその他にさらに432名の副主任,委員が更迭されているO彼らの後継者は誰-人

として村民選挙で選ばれてはおらず,全てが鎮党委員会,鎮政府,党総支部,党支部番記等の

組織か個人により任命されているOその数は 269村に達し,全 329相の 81.7%を占めるO眺

立法の分析によれば,村民委員会主任や委員が民選されたのち,財務調査を求めたり,公開で

財務を運用したり,費用徴収等に積極的でなかったり,手段が強引でなかったりする者はみな

基本的に職位を追われているという 5̀3)｡また,郷鎮幹部と親しく交わらない者は,宙ぶらり

んにされたり,窓際に置かれたりしている｡しかしながら,村民委員会組織法にはこれに対処

する法律上の規定が欠けているために,郷鏡の遵法な更迭にあっても法律上のメカニズムを通

して対処することは不可能であるという｡これらは明らかに郷鏡が過剰に村民自治に干渉して

いるものと考えることができる｡郷鏡はしばしば村民委員会主任や委員の ｢業務能力が低く任

務を完了できない｣とか,｢内部抗争で無駄なェネルギーを消耗し,柑支部番記と静い団結し

ない｣と批判する｡実際に能力面で劣る人選があることはもとよりあり得よう｡しかし村民委

員会構成員が村民の直接選挙で選ばれる以上,その淘汰は民意評定や村民自身による罷免手続

きに待つべきで問題であるはずだが,強権的に解任されているのが実情のようである｡

3｢両票制｣.｢一肩挑｣,r一制三化｣

郷鍵による権力行使を含む両委関係の緊張した状況に対して,現場ではその緊張を緩め調整

する試みが行われているO景躍進はそれを ｢両禁制｣,｢-肩挑｣,｢-制三化｣の 3つに分類し

分析を行っている (54)0

｢両粟制｣の起源については複数の説があるのだが,山西省河曲県という点では-致してい

る(55)O要は 1991年,党支部書記の選出にあたって一般村民の意見が取り入れられたことであ

る｡すなわち,全村大会を開いて既存の党員に対して無記名秘密投票を行って,得票の多かっ
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た党員を党支部寄託の候補とし,その上で党員による選挙で支部番記を選出するというもので

あるo選挙が 2回行われる (形式上は 1回目の投栄はあぐまで ｢民意測評 (-アンケー ト)｣

に過ぎない)ことから,両禁制と呼称される｡∴爵記の選出は本来党内部のことであるし,もと

もとは上級からの任命によっていた｡そこに住民の意思が強く反映するという点で異例の手法

であったと言える｡この制 度が当初採用されたのは,政治的な トラブルの事後処理としてより

広範な民意に立った党支部番記を選ぶ必要があったためであるが,党支離蕃記の権威が民選の

村民委員会主任によって挑戦を受けていた時期だけに,党支離の権威を強化する手法として急

速に広まっていった.｡この方法によって党支部番記は事実上村民委員会主任と同等に近い正当

性をもつことになる】̀村民委員会主任の歯紀に対する挑戦の基礎はこの正当性にあったわけで

あるから,ここにおいて両者は対等である以上に,郷鱗の支持や伝統的観念の支持がある分だ

け,党番記の方がいっそう優位な立場に立つことも可能であったt〕こうして村覚支部は村民委

員会に対するバランスを回復 したのであったn

｢一層挑｣(ひとつの層に担ぐ)は,覚支部委員会の歯記やその構成員が,村民委員会選挙

に立候補し,党支部番記が村民索鼠会主任を兼任する仕組みのことである {鮒 ,,極端なケース

では,支部委員会と村民委員会の構成員が完全に一致する(,及躍進は瀞紀と主任の兼任例を｢部

分融合 ･特殊兼職｣と呼び,全構成員の完全な小数を ｢完全融合｣と呼ぶ｡耐委員会の一般構

成鼠が兼職するケース (これを ｢部分融合 ･一般成員兼職｣と呼ぶ)はこれまでも晋適に存在

してきたが,--層桃は双方の トップ兼任という点で新奇な現象であるQ この傾向は 1998年 9

月から99年 3月にかけて山東省威海市や広東省順徳市などで上級の市党療鼠会の決定によっ

て推進された｡制度を導入 してみると党蕃紀の当選率は非常に高く,党支部番記が当選した比

率は威海で85.9%,順徳では90.23%にも適したOまたこの制度が採用された場所では,実績

も非常に良いとされる(57'Oこの制度は威海モデルや順徳モデルとも呼ばれている｡広東省で

は伝統的な理由から村民委員会が自然村のレヴェルに置かれていることにその違いがあるt5㌦,

当初山東省委員会はこの制度に対してあやふやな態度を取ったが,99年になると背走的にな

り,11月になると,山東省政府が ｢党支部を核心とする村級組織建設をさらに一歩強化し進

歩させることに関する意見｣を提示し,やがて省入代も肯定的になったというく5㌔ なお 2002

年 7月になると中共中央と国務院が前出の 14号文件を発 し,中央がこの政策を支持したこと

によって,一層桃を推進する措置が多くの地域で行われていくようになるO-肩桃はこのよう

にして全国化 していった｡この文書はその ｢六｣で,番記として参選するのではなく,書記に

なりそうな人物が党書記選挙に先立って参選することを促 している(,もし村民委員会主任にな

れなければ党書記には選ばれないとしていることから,一府桃を増やすとともに,党員の素地

を向上させる措置であると言えるが,同時に,形式上は村民委員会選挙の独立性を尊重する配

慮の現れだとも理解される{〕このように推測するのも01年から02年にかけての村民委員会改

選選挙では,多くの地方で行政規定によって-層桃の実現を強く支持する地方政府さえあった

からである.,その程度は多様であり,ある省 (放躍進は明示していないが,おそらくは広東省)
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では,選挙管理細則 で明確な関与を規定している 6̀0'｡これでは伝統的な郷鏡による柑支配-

の回帰であって,村民委員会組織法の理念と矛盾することは否めない｡14号文件がその ｢三｣

で特に,村民委員会選挙にあたって,組織 (党や政府)による指名によって,村民自らの指名

を代行するようなことをせず,村民自身の指名権を尊重するように注意を喚起しているのはゆ

えのないことではなかろう(6㌔ 地方によっては村民委員会主任に選ばれなかった書記は,｢三

つの代表｣を実現することはできないので,辞職するべきだとする規定があるというoこれは

もとより-肩桃を実施する条件であると言える｡ しかしだからと言って,これで必ず一層桃の

実現が保証されるわけではないO-肩桃は,そこに選挙というプロセスが組み込まれていると

いう点で,伝統的制度-の回帰ではありえない｡ しかし,党政不分離に向かう方向性を有する

ものであることは明らかである｡また,この制度によって党支部がいっそう民意を反映するよ

うにはなるが,今まで村民委員会と郷鏡との間で生じていた矛盾は,今度は村 レヴェルそのも

のと郷鏡との間で生じる可能性が存在するQこれは諸刃の剣であり,党による再版-元化の進

行によって,党系統は新たな矛盾を抱え込むことになるかも知れない｡

なお,景躍進は手続きの過程に注目して,｢両選聯動メカニズム｣と ｢両栗制モデル｣に普

及している｡前者が村民委員会選挙を核とするものであるのに対し,後者は党支部建設を中軸

としたものである0両票制には両委員会分立というシナ リオがありうるのに対し,一層桃では

この選択肢は極小化される (62)｡ 両禁制と両禁制モデルは同じものだが,-肩桃と組み合わさ

れた際に両禁制モデルと呼ばれる(6㌔

｢一利三化｣とは,景躍進によれば,一制は農相党支部領尊下の村民自治運営メカニズムの

ことであり,三化は,それぞれ党支部工作の規範化,村民自治の法制化,さらに民主監督の手

続化であるとされる(64)｡この制度は河北省武安市に始まる 6̀5'｡武安市は河北省耶郡市管轄下

の県級市であり人口71万人,所轄の郷鏡は22,行政村は 502である｡2000年春に同市は第 5

期の村民委員会改選を行ったが,それは他の市と同じく初めて村民委員会組織法のもとで行わ

れたものだった｡この選挙の結果,新 しく誕生した村民委員会は,村民委員会組織法と大衆選

挙を背景に,大幅な実権を要求することになる｡そこで従来の伝統的な管理権を主張する党支

部との間に対立が生じた.-制三化はこうした事態に対処するための調査と研究によって乗出

されたものである｡同年 5月 8日に武安市党委員会組織部が-制三化の管理方法を提起し,5

月 25日には市党委員会によって ｢農村両委 『-制三化』規範管理弁法 (試行)｣が発出されるo

翌 01年 12月 25日には ｢武安市農村 『-制三化』規範管理弁法｣が正式に決定されるoその

内容はさまざまであるが,主要なものは ｢両委聯席会｣,｢公印管理｣,｢財務制度｣ に関する規

定であるO

｢武安市農村 『-制三化』規範管理弁法｣はその第 4条で ｢農村党支部は農相各種組織と各

項工作の領導核心｣であるとしたうえで,さらに ｢党支部書記は農村基層組織建設の具体的責

任者であり,当該村の 『第-人者 [-把手]』である｣と直接的に規定している｡この規定は

村民委員会主任の挑戦に対して,伝統的な立場から支部書記の地位 と権威を再定義 したもので
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あると言える｡ しかし,放躍進も指摘するとおり,この規定には2重の憩味で,疑問が残るO

ひとつは,村民委員会組織法が規定する村民委員会の役割との抵触の問題であり,いまひとつ

は,黄塵党の組織体制が爵記寮任制を敢-Jているわけではないことであるo村民委鼠会組織法

の第 3条は,｢中国共産党の磯村基層組織は,中国黄塵党規約にもとづいて業務を行い,領噂

核心作用を発揮する｣としている 仰()傾準核心は党支離であって∴支部翫氾なのではないり

この点をめぐっては,管理弁法の放終稿をまとめるにあたって講論があったようであるが,結

局はこのままの規定となったとい う L̀17㌧ 執躍進はさらに管理弁法の窮 23条や箪 24条に,党

に ｢伺いをたてる [諌示]｣規定や党に対する報告規定などがあることから,やはり伝統的な

傾向を見て取るO しかしながら,意思決定機関である聯席会商についての規定などを見ると,

そこに両番組会の協力を促す新 しい要素が鋸 目せないでもないr}第 1()条は聯席会商を ｢村党

支離と村民碁払会の聯席会は村レヴェルU)巌も主要な意思決舶 停式であり,広範な意思決麗機

能を有する｣とした上で,それを ｢支部爵紀が招放し主宰する｣としているで∫これを見る限り,

なお支部歯記は第---人肴という伝統的位置にあるかに見えるOけれども親軒争穐きを定めた窮

21条では,諏魁は両凄艶会の構成員が提起でき,二蕗紀と室任が意思疎通をして決定すること

になっているL-また,評決は過半数による多数決とされ,特定の個人 (遜軒配)が尊断するもの

ではない｡さらに何人たりとも聯席会謎の決定を-山方的に覆すことはできない旨も配され,節

36条では決定の執行権は村民委員会に与えられている(.放躍進は ｢分権 して共同し,協力し

て制御する [分権典寮,合作制約]｣と呼んでいるが,そこでは両者のバランスがギリギリま

で追求されていると指摘するOもちろん第--人者という地位を保障されている党支部露寵に有

利なことには適いがないが,それでも ｢-音盤｣(指導瀞が自分だけで決める潜恩決定の仕方)

と言われた伝統システムとは-線を画したものだと敦はみるoもっとも,寒剤 ま第 31条で村

民会商が村民自治の最高政策決定機関とされているにもかかわらず,第 35衆では柑民会誠や

村民代表会談で村内の重要問題を決定する際には,事前に両委聯席会議や党員大会を開催 し,

決定する事項や手続きについて諮ることとされていることに,村民委員会組織法との大きな帝

離を見るOまた,この管理弁法の解釈権が第 59条で市委員会組織部に与えられ,実施寮任は

市委組織部と郷鏡組織部に与えられている点も,党の優位を規定している点で一考を要すると

考える｡

公印の管理も大きな争 点だが,国家民政師と公安部は 2001年に共同で ｢村民委員会印蟹の

制作､使用および管理を規範化する工作に関する意見の通知｣ 管理を規範化する二日牢に関する

意見の通知｣を出したOこの通知は国務院の同意を経て,国務院弁公庁から全国に転送されたE〕

この通知はその ｢二｣で次のように規定 しているLl 村民委員会の印章は専門の人間が保管する

が,保管人は村党支部と村民委員会が指名して,村民代表会議で議論 して決定する｡また印章

の使用を承認するのは保管人と同じ人物であってはならず,支部書記も村民委員会主任も普通

は印章を保管してはならないり重大な問題について印章を使 う場合には村民会議か村民代表会
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通知にもとづいて自己の弁法を起草している｡そこでは,村民委員会の印章保管人は村支部と

村民委員会が共同で指名 して,村民代表会議で議論 して決定する (多くは村民委員会の会計担

当者)となっている｡また使用許可権限は,武安では,｢党支部寄託と村民委員会主任の共同

署名｣となっており,村民委員会主任の優位を残 している民政部通知とは適って,党支那番記

の関与を許している(69-0

さらに財務であるが大枠的には ｢村財郷管｣だったものが,2001年 11月から頗柑会計委託

代理制に変わった (70)Oもっとも,要点は予算の支出許可と決算のあり方であるb支出許可に

ついては,覚支部書記と村民委員会主任のどちらかがサインし,どちらかが副審する制度から,

共同して署名する制度に変わった｡また,決算だが,主任が審査し,支部書記が照合すると言

われた制度から,共同して審査するものに変わったOつまり分け合っていたものからいっそう

共同するようになったということになる｡

-制三化の主要な内容を検討 してみると,少なくとも,意思決私 公印管理などの側面にお

いて,党支部書記の権威が再度強調される仕組みになっている｡その専権には多くの制約が練

されてはいるものの,総 じて主任の挑戦に対して,書記による押さえが効くメカニズムが設計

されていることが分かる (71)0

以上,3つの仕組みを検討 してきた｡3つとも両委間の対立に対処 し,それを吸収すること

を目的として設計された制度である｡両委間の対立を生み出したのは,村民委員会選挙であり,

そこで選出された村民委員会主任の心理的優位であった｡この優位の背最にあるのは民意によ

る選出という正当性であるO-制三化の核心は詳細に規定された両番聯席会儀という政策決定

機構の存在である｡それは両委対立を所与としたうえで,その対立を調整する制度であると言

える｡そこには周到に計算されたバランスの論理が機能 している｡ しかし同時にそこには,党

支部と支部書記の権威を高所から保障する意図が強く働いている｡そこにあるのは村民委員会

の党による包摂であると言っても過言ではないO村民委員会組織法が村民委員会に託した広範

な能力と行為空間をここに見出すことはできない｡同弁法が武安市党委員会の強力なリーダー

シップで出来上がったことが想起されるO他方,-肩桃は,村支部書記に村民委員会選挙の洗

礼を受けさせるという点で,画期的である｡村民委員会選挙に耐えられない書記は辞任するべ

きだという主張は,党支部書記の質の向上,翻っては党の体質の改善をともないうるであろう｡

しかし,この制度が志向するのは党と政治との融合, しかも党による政の吸収であるとさえ言

える.それは人民公社時代の ｢党の一元的領導体制｣と呼ばれた伝統システムとは確かに異な

っている (72)｡しかし,13回党大会の志向した党政分離とは明らかにベク トルを異にするもの

である｡

ここで,｢村民委員会に対する領導核心の範囲｣ と ｢党政分離の程度｣とを軸にして整理 し

てみよう (次頁,｢図 :両票制 ･-肩挑 ･-制三化の位相｣を参照)｡一制三化は伝統色の強い

制度だが,ここでは党政分離はともかくも前提 となるoその意味では,-制三化と-肩挑 (完

全融合,部分融合 ･特殊兼職)は党政分離を軸として反対に位置する｡両票制はどうか｡この
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制度は,覚支部寄託に事実上民憩による試練を義務付けるものである｡ その限りで党の体質の

改善と党支部寄託の質の向上に資する可能性を持っている｡また,この制度はあくまで党支部

番紀の選出に関する技術的な性格のもので,村民委員会との関係についてはニュー トラルであ

るl〕支部寄託が村民委員会主任を兼任するか否かはとりあえず,制度設計外の判例こ属する0

両黍の機能が融合する可能性が生じると同時に,双方が英適の志向性をもつことが多分に確保

されやすくなるC.両委兼任となればそれは結果的には,-･層桃であるu兼任しないことを舶握

とすれば,村民委員会の独立性を確保 しつつ,党支部の体質を強化することが可能となろう(こ

の場合,弓削三化も実施 しないという条件のもとでである)O郷鎖との関係を考えると,--刺

三化では郷鏡と村民の民意との不一致はやはり,党支離と村民垂鼠会がそれぞれ体現すること

になる｡なお,山南桃では敵合した画番の行為は,結局は郷鏡に斬るか,民憩に審るしかなく

なる0両繋制では,両碁の性向が近づく可能性が存在することから,称泰の弗同が生じ,対立

は郷鱗と相との対立という具合に,発現するイ離日を変えるかもしれないL,

放躍進は,大きな傾向としては ト-摺挑｣が主流となり,ト-椅り三化｣がそれを補っていく

という流れを想定しているようであるC,それは行政の来場になればなるほど,党政の分離は不

可能であるという現実組織に立っている (73㌦ もし分離すれば,党の政治的権限を大幅に縮小

することになり,分離を阻む力が大きく働くとも想定するoこの立場は,結局のところ党政分

離は不可能だという前提に立った上で,兜と党員の贋を強化し,党の能力と影響力を強化する

しかないという志向性を持っている｡もちろん,そこでは ｢村民委員会主任に遇ばれなかった

番記は辞任すべきだ｣という論理が働いているという点で,すべてが上層からの任命に拠って

いた党の山元的支配-の単純な回帰ではないことは明らかである｡,分離を阻む力による妨常の

簡単核心の範囲

狭 広

分

党 離

制

分

離
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程 分

度 離

南東制(兼任なし) -制 三化

[-般職員兼職] --肩挑[完全敵

図 :両票制 ･一層挑 ･一制三化の位相
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むすぴにかえて

本稿では,村民委員会組織法体制下での両委対立と関連する諸現象とそれを克服することを

目指したいくつかの新しい傾向について,検討してきた｡郷鏡や村など,基層について考究す

る際に,逢着する最大の困難は全体像が見えないことである｡民政部の統計によれば,2002

年の時点で,中国には郷鏡は 39,240 (18,639郷,20,601鏡)あり,681,227の村民委員会があ

った (居民委員会は 86,087)仰｡このなかで,両委関係に矛盾のある郷鏡がどの程度存在し,

あるいはどの地域に分布しているのか,また,｢両禁制｣,｢一層挑｣,トA制三化｣はどの程度の

割合で広がっているのか,それを数量化し見極めることはできない｡目下のところ,可能なの

は顕著な傾向を取り出し分類して,類推を行うところまでであり,分析としては甚だ不十分な

レヴェルに止まらざるをえない (75)0

当面可能なことは,予想される傾向や典型に対する若干の意義付けであろうO駄躍進によれ

ば,前述の 2002年 14号文件 (｢中共中央弁公庁 ･国務院弁公庁の村民垂民会改選選挙をさら

にいっそう良く成し遂げることに関する通知｣)の影響もあり,今日中国では,一層桃が主流

の方向性であるというOこの罷職が正しいとすれば,そこにあるのは ｢党政分離｣とは逆のベ

クトルである｡ 本稿でしばしば言及した張楽生の言説 - 例えば,柑務に関する政舞決定権と

管理権は村民委員会にあり党支部にはないとする言説 - にたびたび現れた村民委員会組織法

の解釈は,ある意味では 13回党大会の唱えた党政分離の理念に沿うものであったと言うこと

ができる｡党政分離の声は中央レヴェルでは 1989年以降まったく圧殺されたに等しいが,村

民委員会組織抵 ･試行法の影響もあり,村レヴェルでは-応の存在空間を確保してきた｡̀村民

委員会選挙の実施そのものが,党政分離のひとつの発現形態であると言えたOそれは基層とい

う限られた空間においてではあるが,党権力をできるだけ相対化する志向性であったと言い直

してもよいQこの志向のもとでは,領導核心の範囲は狭く解釈されることになる (7㌔ そして

それは党支部と村民委員会の間で,その職掌の境界を設定し,双方の職務をできるだけルール

化,規範化しようとする具体的な努力として現れた｡村務公開制や会計審査制度の普及,また

村を法的に代表する印章管理規定の成立など,現場で始まった党支部と村民委員会の職掌を明

らかにする方向での制度化はこの流れに属するものである｡本稿で紹介した-制三化は,すで

に分析したように,党支部による (しかも上級の党の主導のもとに)村民委員会の包摂を意味

したoもっとも,党の優位の保持という意図がそこにどれだけ強く顕れていたとしても,-刺

三化が党政の分離を前提とする以上,それは両妻の職掌や職務のルール化,規範化と同じ流れ

に属している｡たとえ党優位の規定であっても,そこで党の権力は間違いなく文書によって制

限されているからであるO-制三化は,力関係が変われば党の優位とは別のベクトルを持ちう

る潜在性を持っている｡両票制は党支部の回生の手段という面を持つが,兼任を前提としない

両禁制は党政分離を前提とするものである｡何増科は ｢『両禁制』こそが人民民主と党内民主
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を結びつけた非常に価値ある制度U)創り1である｣としたが,その両矧別の愚昧するところは,

やは り党政分離を前提 とす る側に立っように見える 177㌧

柑 レヴェルにおける党政分離の推進力は,村民委員会選挙だった｡村民の底接的な支持を得

て,村民委員会は強力な政治的 自立性 と発言力を獲得 したU)である(‥上級からの介入や鰍 支部

からの容晩 もあったとはいえ,制度 上は事実 上の自注】選挙に近い仕組みが許され,大胆な実験

が各地で試み られてきたr.それは末端に留 まるとはいえ,中国の政治システムにとって r緩や

かな激鰻 ｣ と言-Jて良い変革であった‖ ｢村民 自治｣ の矧 櫨はまさにこの点において考え られ

か ヾきであるりそれは同時に中間の村民が政治的な主体 として,政治U)ア リ-ナに登場 したこ

とを意味 していた‖

臆断は矯物だが,14号文件U)登場は ｢党政不分離｣ とい う逆ベク トル瑚11現を示 している

かに見えるり両脚別は党政分離を前提 とせず,両黍兼任を認めた途端に一一一宿桃になる‖ここ 1,2

年の間に急速に曲者に報道 され るようになった焼付暴動U)多党とい う状況を前に して,党政分

離の理想主義を保ちえないとい う推測は可能である‖ しか し,-層桃の矧鋸ま,党政分離 と村

民委員会の自在.とい う組織法の理念を骨抜きにすか 朋 帥壬三を胎んでいると諾えるL-あるいは--･

層桃は,党政分離 とい う古ぼけた理念を犠牲に して,混乱瑚 一･欄空を優先 し,統治能力の回復を

目指 し,かろ うじて民意による硬接選挙とい う理念を守ろうとす る潜図と解釈するべきなので

あろ うか.1

もとより党政分離とい う理念の絶対性を担保するにたる根拠はない(,その憩味ではこの理念

そのものの正当性が寛勢に問われることは避けがたいことである｡, 塵柑基層における丙番関係

の緊張に対 して,-1翻 Eとい う仕組みが共産党中央U)圭唱する政策であるとすれば,それは ｢党

政分離｣が醇び逆方向からメル クマール と化 したことを物語るのかも知れない (7粥'O

註

(I)張衆生 『破解村民自治十大離埋』中国社会出版社,2002年,188乱

(2)このように郷鏡が村民民会の選挙に対して,少なからず適法な手段で,コントロールを行い,紘

果を歪曲しようとする行為を含めて,村民委員会主任が郷鏡の憩向どおりに運ばれていた状態を,歎躍進

は ｢管選｣と呼んでいる (簸躍進『当代中国塵村 ｢両番関係｣的微観解析与宏観透視』中央文献出版社,2004

年,51頁)a

(3)『破解村民自治十大難題』190頁｡なお,郷鏡と村の関係は,人民公社時代の人民公社と生産大隊

との関係の延長線日こあるr)このような郷鏡と村との密接な- 親和的であると同時に権力的な一一関係

については ｢郷鏡 ･柑複合体｣として後に触れるl｡このような歴史的経線を緯て,長期的に形成された領

噂と被領導の関係を--･片の法令で変えるのは難しいという見方には充分な根拠がある (肖:'lf.輝 『村民委員

会選挙研究』中国社会出版社,2002年,222頁)｡､また,触尊関係でなくては村民委員会の忠誠を確保で

きないという理由で,郷鎖と村民委員会の関係は細噂関係であると強引に主張する人々もいるし,この関

係を強めるべきだと主張する人々さえもいる (『破解村民自治十大難題』189- 190貢)i,

(4)ri･t安市頗村 『･-欄り三化』規範管理弁法｣の原文は 『当代中国頗村 ｢両委関係｣的微観解析与怒観

透視』所収の ｢付録 (二)｣(同番,306-318貫)を参照されたい､､

(5)戯村の共産党組織 (--舟鋸二は党支部委員会)を ｢碩尊核心｣とする表現は,村民委員会組織法 の

第 3条や ｢中国共産党基層組織TJ乍条例｣第 8条 目q)などに見られる｡.-･般には ｢指導的■桐勘 と訳す
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が,中国語の ｢指導｣と ｢領導｣の意味の違いが充分に表現し切れないため,暫定的に原語をそのまま用

いることとする｡

(6)『破解村民自治十大難題』106- 107瓦

(7)同上書,107- 108頁｡また,経済の発展した地域では,書記はしばしば村の経営する企業の経理

や取締役を兼ねており,主任が行政を行 うのに対し,経済的な支配権は寄託が握っている｡場合によって

は村の経費の使用批准という経済大権は書記の手中にあったりする(｢番記が金を使い,[法人代表である]

主任が被告になる｣という言い方まであるようである)0

(8)同上書,110- 111貢｡主任と書記の間に生じた摩擦については,果躍進がその発生理由について

簡単な分類をしている (『当代中国農村 ｢両委関係｣的微観解析与宏観透視』58- 59頁)｡もっとも及躍

進の整理にもかかわらず,一般に両香の対立が伝えられるとき,原因は往々にして党支部番記にある場合

が多いと考えられる｡

(9)例えば,『当代中国農村 ｢両委関係｣的微観解析与宏観透視』61頁を参照されたい｡

(10)金大軍主編 『郷村関係与村民自治』広東人民出版社,2002年,165- 175貢｡

(ll)同上番,168- 169頁O

(12)同上書,171頁,『村民委員会迷挙研究』78貫O

(13)『村民委員会選挙研究』79貢｡

(14)その他にも,指導関係のもとに,村民委員会を完全な自治組織とし,行政組織としての仕事を一

切させないと主張する一方,村公所ないしは管理区組織などを設置して,同時に行政の手足を作るという

提案も存在した (同上番,82貢)0

(15)同上事,82頁｡

(16)『郷村関係与村民自治』171- 172頁｡この理念は国家機能の自立性を強調する側面を持っていた

と言える｡

(17)2002年までの村民委員会組織法関連法令を整理したものとして,岡綾子 ｢村民委員会 ･勝村土地

請負関連睦令-寛｣(『平成 13年度- 15年度科学研究費補助金研究成果報告番 ｢中国廃村の土地財産権と

末端行政に関する学際的研究｣研究代表者 ･圃谷知史/ 2004年 3月』所収)があるo

(18)『村民委員会選挙研究』85京｡

(19)同上番,80-87貢｡

(20)『郷村関係与村民自治』179貢｡

(21)『当代中国農村 ｢雨季関係｣的微観解析与宏観透視』,51貫｡

(22)候補者選びの段階から,完全な直接投票を行う ｢海運｣は 1986年 12月吉林省梨樹県梨樹郷北老

壕村の村民委員会選挙から始まる｡｢海｣は東北方言において,｢大｣,｢多｣,｢漫無辺際 (広々として果て

しがない)｣の意味があるとされるO劉丹 『郷村民主之路』湖南人民出版社,2001年,120- 121頁｡

(23)民主的選挙 (と罷免)については組織法の第 11条から第 16条に詳細に規定されているO民主的

政策決定については第 19条に,民主管理については特に規定がなく,強いて言えば第 20条の村民自治牽

程 ･村民規約が関連規定となる.民主監督は第22条に規定されている｡『郷柑関係与村民自治』191- 193

貢｡

(24)『破解村民自給十大難題』176頁o

(25)同上書,176- 177貢｡なお,張楽生によれば,村民委員会の主要な職責と任務は以下のとおり

であるo1)村の公共事務と公益事業を処理すること,民間の紛争を調停すること,社会治安の維持に協

力すること,人民政府に対して村民の意見 ･要求 ･提案を反映すること,2)郷 ･鎮人民政府が業務を行

うのに協力する,3)村民が法律にもとづいて各種形式の協力 [合作]経済やその他の経済を発展させる

のを支持し組織し,村の生産サーヴィスと協調業務を引き受けること,農村の生産建設と社会主義市場経

済の発展を促進させること,4)集団経済組織が法に基づいて進める経済活動の自主権を尊重し,集団経

済組織と農民 ･請負経営戸 ･聯戸或いはパー トナーの合法的財産権とその他の合法的権利と利益を保障す

ること,5)法律にもとづいて村の村民集団所有の土地とその他の財産を管理 し,村民が合理的に自然資

源を利用し,生態環境を保護し改善するよう教育すること,6)憲法 ･法律 ･法規と国家の政策を宣伝し,
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村民が法律の規定する義務を履行し,公共財産を大別にし,村民の合法的権利と利益を維持 し,文化教育

を発展させ,科学知織を普及し,村 と相の間の団結 目性庄援助を促進し,多くの形式の社会主義糊神文明

の建設活動を展開するように教育し推進すること,7)他民族が暮らす村では村民が民族の団結を強め,

相互に尊麓し,相互に援助 しあうように教育し指埠すること,の7点であるo

(26)『郷村関係与村民自治』185-I-186凱

(27)『破解村民自治十大難題』187乱

(28)同上凱 187乱,

(29)『郷村関係与村民自治』186-187乱.

(30)『破解村民自治十大難雌JJ204-205乱

(31)同上蕗,205乱

(32)同L.蕗,211乱)

(33)岡上宗凱 177- 178乱 また,張衆生によれば,党支部の基本任務は以 Fのものを含んでいる<,

I)党の路線 ･方針 ･政策を宣伝執行し,党中央 ･上級組織と当絃組織の決鶴を寵伝執行し,党風の先鋒

模範作用を充分に発揮 し,党内外の幹部と大衆を用緯させ組織 し,当絃単位の負担する任務を努力して完

成させる,2)党員を組織 して党の理静と党の路線 ･方針 ･政簿及び決鶴を窺剣に学習させ,党の基本如

織を学習させ,科学 ･文化と某務知織を学習させる,3)党釦 こ対 して教育 ･管理と監骨を実行し,党鼠

の泰地を商d),脚鷲を増強し,党の組織生活を厳格にL,批判と臼己批判を展開し,党の規律検鷹番厩舎

が党巨鋤 ミ切実に義務を履行するよう監僚するのを擁獲 ･執行し,党員の権利が憧犯されないように保障す

る,4)大衆と緊密に連携 し,大衆の党員と党の口牢に対する批判と慮鼠をつねに理解し,大衆のiE当な

権利と利益を擁護し,大衆の恩想政治T.作を L葦にやること,5)党風と太東の欄極性と創造性を充分に

発揮させ,中間仁根だ優秀な人材を発見･轟成 ･推薦L,彼らが改革開放と社会室凝現代化建紋において自

己の聡明な才能で寮献するよう励まし支持する,6) 入党を求める積極分子に対して教育と港戒を行い,

経常的に党鼠のT.作を発展させることに努め,生鹿と業務の第----･線の労働浄 ･頗民 ･知織人中の優秀な人

々を吸収 して入党させることを菓視する,7)覚組幹部とその他の工作人員が厳格に図法と政治的規律を

遵守するよう監僚し,国家の財政経済法規と人事制度を厳格に遵守し,国家 ･集団と大衆の利益を侵犯し

ない,8)党員と大衆が良くない傾向を自覚的に制御できるよう教育し,各種の適法な犯罪行為に対する

闘争を堅持する,の 8点である (同番,178- 179京)O

(34)同上静,181乱

(35)同上番,180- 181責｡

(36)同上番,185-186頁O

(37)なお,後番きに拠れば,張楽生は11｣東省准坊市民政局で,基層政権建設に 1991年以来 10年携わ

ったとしている｡灘坊市は 12の県市区を所轄する地区級市であり,同氏の言説は現場の実情を知り尽く

した中堅官僚の見解として傾聴すべきものを多く含んでいるn同氏の主張は多分に規範主義的な要索を含

んでいるが,同氏が実務官僚であるだけに単なる理想主義とは区別されるべきであろうO

(38)『郷柑関係与村民自治』211貫｡

(39)本番の出版は2002年であるO同上番,211乱

(40)同上番,213頁ll

(41)『当代中国戯村 ｢両委関係｣的微観解析与宏観透視』54-55頁nなお印壁については,民政部と

公安部の ｢村民委員会印車の制作,使用および管理を規範化するT.作に関する意見の通知日 固発弁[2001]

52号)を国務院弁公庁が2001年 7月22日に転送しているOそれによれは 村民委員会の印牽保管者は専

門の人間が担当し,その人間は党支部と村民委員会が指名 して,村民代表会議で討論して決定される｡印

章の保管者と使用者は別人物であるべきであり,支部番記も村民委員会主任も,直接印章を保管すること

はできないo重要な案件での印章の使用は,村民会談もしくは村民代表会議での討論と同意を経た後,料

民委員会主任が署名して初めて使用可能となる｡引用者の見躍進が言うとおり,この規定は ｢削岩摘/.)｣だ

と言える (同番, 54-55恵)が,村民委員会主任による署名を放後の使用条件としている点で,なお村

民委員会組織法の理念に沿ったものだと言えるLl
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(42)この用語は,筆者が,1999年 8月 15日に八達嶺鎮 (北京市延慶県)を訪問調査したときの印象

にもとづいている｡鎮政府の建物の中には,鎮長のオフィスの他に,党委番私 人代主任等のオフィスが

同じ廊下に面して並んでおり,郷鏡では党と政府 (入代を含む)が強い紐帯関係で結ばれていることが感

じられた｡管轄下の相との関係についても,この折のインタヴューを通じて,関係の密接さを強く印象づ

けられたものである｡

(43)民政部基層政権和社区建設司編 『村民自治案例選評』中国社会出版社,2001年,1-3乱

(44)同上番,3-7頁O

(45)『破解村民自治十大難題』105- 106貢 (出典は 『廃村大衆』2002年 9月 6日報道)a

(46)同上書,191- 192京｡

(47)同上書,192- 193貢｡

(48)同上番,182- 184京 O

(49)同上番,199-200頁｡

(50)同上番,111- 112京 (出典は 『郷鎮論壇』とされる)a

(51)『村民委員会選挙研究』223-224頁｡

(52)中国農村研究網http://www.ccrs.org.cn,最終閲覧目2006年 1月 28日O

(53)『村民委員会選挙研究』224乱 『破解村民自治十大難題』258頁｡

(54)『当代中国農村 ｢雨季関係｣的微観解析与宏観透視』66-68貢O

(55)同上番,81-88頁｡

(56)張楽生が,-肩桃に批判的な理由については,(『破解村民自治十大難題』loo- 101頁を参照さ

れたい)｡この問題をめぐっては,2000年から 01年にかけて 『中国社会報』紙,『中国民政』羅上で小規

模ながら論争が行われている (同書,87- 103頁)0

(57)この高い当選率に一定の操作が働いていることを条躍進も否定はしていない (『当代中国風村 ｢耐

委関係｣的微観解析与宏観透視』132頁)oまた,一層桃の実績について張衆生は極めで懐疑的である (『破
解村民自治十大難題』87- 103頁)O

(58)『当代中国農村 ｢両委関係｣的微観解析与宏観透視』115- 118乱 1993年に山東省の山師で観

験的に実施されたこともあるものの,広範に広まったのは98年以降である (同番,131頁)0

(59)同上番,

(60)同上書,

(61)同上書,

(62)同上番,

(63)同上書,

(64)同上書,

(65)同上事,

(66)同上書,

(67)同上書,

118貢o

119- 120頁,133頁註 16｡

133貫註 17｡

123- 130貢0

125貢｡

137貢c

l62頁Oより詳細には淑村鏡であるという0

144- 145頁0

145貢｡

(68)民政部と公安部の ｢村民委員会印章の制作,使用および管理を規範化する工作に関する意見の通

知｣の原文は,重商 『村民選挙法律問題研究』(北京大学出版社,2002年)所収の ｢付録｣(同番,226-228

頁)を参照されたい｡

(69)『当代中国農村 ｢両委関係｣的微観解析与宏観透視』147- 148頁｡

(70)村財郷管とは,郷鏡が財政管理者として相を財政的に支配する方式Q金太宰は江蘇省 12県の 40

郷鏡の調査にもとづいて,以下の数種類の方式を観察している｡1)村のすべての資金,帳簿を郷鏡の廃

線鞄と信用社の管理に委ねる｡村が資金を使用するにあたってはその度に村民委員会と党支部が予算を作

り,農経軸に提出して審査と批准を受ける｡地方によっては村-使用権,農経粘-管理権,郷鎮政府-批

准権という権力の分掌が見られる02)村の会計要員を郷鏡に集めて統一的にそこで事務に当たらせてい

る｡会計人員の管理によって村の資金と財産の管理を行っている｡この他にも柑財郷管の方法は多様だが,

その目的は財務という村の経済活動の核心部分-の監督をつうじて,郷村関係を再調整 しようというもの
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であるoこ叫剛度を来施する郷錬側の指導者廿)主観的意図はえて して撞良なむlJ)で村州け政における腐敗

を抑制 し,消廉な管理を実現 し,村の統治を安定させようとい うもU)であるt,射程,仁丹Eiの経験が不 卜分

な遅れた村落にあってはこの制度の有効性は否lLIできない(,しか しなが ら,ニ刷剛壁を好適的なもujとし

て実行するなら,村民自治の基本精神に抵触することになる (lF姻肘 関係 射 .j'民自治』214 - 217乱 62

L'i)し.

(71)『当代中国磯村 r両 委関係｣的徴観解析 与宏観透視』149---150乱

(72)同上番,2()3乱 212--･213貢の表を見.よ｡】

(73)胡憧 『政府過粗31漸江人民uILJ版社,19()H隼,292-2()7乱

(74)民政部財務和機関事務司 Ilコ中国民政統計年鑑 2003.11伸 した摘舶 用1版社,2()O3年)によるlj郷鎖の

比率はこU)lO隼で逆転 した｡,例えば 1993年には郷は 32,445あり,15,HO5あった焼U)約 2倍の数だっ

たが,2001年には鎖の数 (20,60日 が郷の数 (18.63())を超えたt,これは都市化 (城鱗化)の進展による

ものであるLユ他九 郷鋲の総数は93年の48,250から()2隼の39,240に減少している｡また,居民委員会,

村民黍員会それぞれの総数 も,前者が 110,112から86,087-,後宵が 1,OO6,541から681,227-と減少 Lで

いる,,これ ら廿合併 ･統合 (]剖発券粗会についでは時に200(日印 ､ら02年にかけて)の結果であるt,

(75)もちろん個別の研究などか ら,例えば,福建省などでは酢酎姻係の非協調仇場 合いが 40%近く

に連することなどが知れる.iIF当代Ii咽腰細rr両酎瑚係｣ 的微観解析 与宏観通弧E157督 川_与曲甘 党触 文

11閑於磯村 『両番』関係的調査報瞥｣『中国調査報曾 :社会経済関係的新変化与執政党的建設 2003年版』

社会科学文献出版社,2004年であるが,筆者未札)r,

(76)ここでは r徹噂核心｣は努めて象徴的な憩味に限定されでいるかのように払えるが,そU)定義の

憾陳さは,万 一の場合の強権発動の根拠 となる斜也を撞'tp,えた..).匪味の幡昧さは解釈権の独占 を Fl用鋸こす

る｡

(77)何周科等潜 W威層民主和地方治理創新』中東編駅出版社,2004年,25臥

(78)本稿は研究ノ- トであった ｢塵村基層行政における権力関係｣酢軸旋13年度- 15年度科学研究

費補助金研究戚果報皆露｢中国磯村の土地財産権 と末端行政に関する学際的研究J研究代衆昔 ･楓谷知史

/2004年 3月』所収)をもとに構成を組み替え大幅な加筆修1Eを行つたもU)である亡,内容の点でも分析結

果についても本稿とは異なっているが,一部Itl橘 と重複する部分があることをお断 りしておきたい).,,

付記 :春稿は,平成 14--17年度 文部科学省科学研究費補助金 (基盤研究 (C)(2))r北京首都圏にお
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